
物品購入等に係る予定価格の設定等に関する要領  

 

                  平成２５年４月１日企財第３号  

 

 （趣旨）  

第１  この要領は、物品購入等に係る山田町財務規則（昭和４２年山田

町規則第３６号。以下「規則」という。）第１１９条（規則第１２３

条において準用する場合を含む。）及び第１２４条の２に規定する予

定価格の設定等に関し必要な事項を定めるものとする。  

 （定義）  

第２  この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。  

 (1) 物品購入等  物品購入等の契約に係る指名競争入札実施要綱（平

成２５年４月１日付け企財第１号）第２に規定する物品購入等をい

う。  

 (2) 市場価格  取引の実例価格として一般に公表される価格をいう。  

 (3) 参考見積書  予定価格の設定の参考とする見積書をいう。  

 （予定価格の設定方法）  

第３  予定価格は、次に掲げる事項を考慮して適正に定めるものとする。 

 (1) 市場価格  

 (2) 当該物品購入等と同一又は類似のものの契約実績  

 (3) 当該物品購入等の取引数量の多寡、履行期間の長短等  

 (4) 事前に業者から参考見積書を徴した場合においては、その参考見

積書の額  

 (5) その他予定価格の基礎となる額  

 （参考見積書の徴収）  

第４  参考見積書は、当該予定価格が適正なものとなるよう、複数の業

者から徴するものとする。ただし、当該物品購入等の契約を履行でき

る業者が１者に限られるときは、この限りでない。  

 （予定価格調書の作成）  

第５  町長は、第３の規定に基づき、予定価格調書（別記様式）を作成

するものとする。ただし、規則第１２９条第１号の規定により物品購

入等の契約に係る契約書の作成を省略するときは、この限りでない。 

 （補則）  

第６  この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。  

   附  則  



 この要領は、平成２５年４月１日から施行する。  

 



別記様式（第５関係） 

 

予 定 価 格 調 書 

 

件 名  

納入（履行）場所  

予 定 価 格 

税込み 税抜き（入札書比較価格） 

金         円 金         円 

予 定 価 格 の 

基礎となる額 

税込み 税抜き 

金         円 金         円 

 

 

 上記のとおり定める。 

 

      年  月  日 

 

 

                 職氏名             印 

 

 

 


